
［監査委員事務局］ 経 営 計 画 書 （ 総 括 表 ） 

■事務事業の総括 

№ 事務事業名 
様式

区分 

H26 年度計画額（単位：千円） H26 年度必要人工 

計画額 内特定財源 職 員 臨時職員 

１ 監査事務事業 Ｂ １，１５３ ０ １ ０

合     計 １，１５３ ０ １ ０

■特記事項 



事 業 別 経 営 計 画 書 【Ｂ】

■基礎情報 
所属名 監査委員事務局 № 01 

事務事業名 監査事務事業 

総合計画の

体系 

大分類 ５ 効率的な行財政運営 

小分類 －  

事業目的 
公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保と、違法、不当の指摘と指導に重点をおき、

町の行財政の適法性、効率性、有用性を検証する。 

業務内容 

・定期監査に関する事務 

・行政監査に関する事務 

・財政援助団体監査に関する事務 

・工事監査に関する事務 

・随時監査に関する事務 

・住民監査請求、議会・町長等の要求に基づく

監査に関する事務 

・例月出納検査に関する事務 

・決算審査・基金の運用状況審査に関する事務

・財政健全化審査に関する事務 

現在におけ

る経過又は

課題 

・監査の実効性を確保するため、指摘事項等に対する改善状況を適切に把握し、是正等

の指導・確認に努めている。 

・監査結果の公表を告示以外にも、グループウエアやホームページでの公表を検討。 

・社会的に問題化しているもの、町として顕在化してきた問題を、監査の基本を遵守し

つつ対応する必要がある。 

平成 26 年度

に向けた改

善策 

・監査関連の図書資料の整備 

・契約事務等の執行時に監査調書の作成を一連の事務とすることで「監査調書を事務管

理や内部統制に活用する」ことができていない。原因の調査と改善を図る。 

・監査・審査報告書の公表と、それに伴う見易い報告書の作成を検討する。 

■作業工程（当該年度） 

月 作  業  内  容 

毎月 

４ 

５ 

６ 

7･8 

９ 

10,11 

12 

1･2 

３ 

20 日前後 例月出納検査（3日～18日事前調査） 

財政援助団体調査表及び各団体の前年度収支報告の提出依頼 法定受託事務調査書作成依頼 

財政援助団体調査表及び収支報告書の内容確認、決算審査調査書の提出依頼 

決算審査調査資料の内容確認、行政監査(法定受託事務)事前調査 

決算審査の事前調査と審査の実施、報告書の作成 

定期監査の実施計画作成 

工事監査の事前調査、定期監査調査資料の内容確認 

工事監査実施と報告書の作成、 

財政援助団体監査の事前調査と監査の実施 

定期監査調査書の提出依頼、次年度監査計画の検討、 

定期監査の事前調査と監査の実施と報告書の作成 

平成 27 年度監査実施方針及び監査実施計画の作成 

□3 年間の目標 
目標 

項 目（単位） H24 計画 H24 実績  H25 目標 H26 目標 H27 目標 H28 目標



□２年後、３年後の主な計画 
年度 計画内容及び改善策等 

H26 年度 

H27 年度 

■事業コスト 
単位 H24 年度決算額 H25 年度当初予算額 H26 年度計画額 

事業費 千円 １，１２３ １，１４９ １，１５３

（内特定財源） 千円 ０ ０ ０

人工 

職員 人工 １ １

臨時職員 人工 ０ ０

計 人工 １ １

■平成 26 年度計画特定財源内訳                 （単位：千円）

特定財源名称 金   額 備 考（充当先等） 

なし   

合   計   

■平成 26 年度 計画額の主な増減
 (新たな取り組み、臨時経費、廃止科目等)                  （単位：千円） 

項目（科目等） 計画額 増減額 内容 

なし    

■特記事項



■目標又は改善策に対する取組内容

(1)「監査関連の図書資料の整備」 

   求められる情報を、迅速に提供できるようにする。 

(2) ｢監査調書を事務管理や内部統制に活用する｣ 

   決算審査及び定期監査の場で、各課に日常の事務処理の一部として、その都度調書に書き足して 

いくこと、書き足した調書を活用した事務管理を要請する。 

(3) ｢監査・審査報告書の公表｣ 

   監査結果をグループウエアやホームページで公表する。 

■評価

(1)「監査関連の図書資料の整備」 

   図書資料の整備は進んでいない。紙媒体の果たす役割も重要であるが、「いつでも、どこからでも、 

誰からでも」求められる情報を、迅速に提供できるようにする必要がある。そのため、 紙媒体だ 

けでなく電子媒体やデータベース化された各種資料の収集に努めるとともに、情報機器の進展に

対応した情報機器の取り扱い方を熟知する必要がある。 

(2)「監査調書を事務管理や内部統制に活用する」 

   監査が一過性にならないよう、課題のある事案については追跡調査を実施。補助要綱の改正など 

   につながった事案もあった。  

(3)「監査・審査報告書の公表」 

前年度に引き続き、工事監査、財政援助団体監査、定期監査の 3 つの監査報告書をグループウエ

アやホームページで公表した。                           

見易い報告書の作成については、過去の報告書に比べ、ある程度改善はできたが、わかりやすい

情報の提供という点では、まだまだ改善の余地があるので、継続的に見直しをしていく必要があ

る。


